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�愛媛県告示第９９８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和６年１１月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９９９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町から聴取した意見及び同条第２項の

規定により述べられた意見の概要は、次のとおりである。

これらの意見は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部今治支局商工観光室並びに今治市役所において

告示の日から１月間縦覧に供する。

令和６年１１月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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○ 道路の区域変更（県道桜井山路線）………………………………………………………………………………………………（東予地方局今治土木事務所）…８０５

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要……………………………………………………（中予地方局環境保全課）…８０５

○ 道路の供用開始（県道薮ヶ市松野線）………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…８０７

○ 道路の供用開始（県道大洲野村線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）…８０７

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…８０８

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

愛らんど薬局 上灘店 伊予市双海町上灘甲５３５０
番地１０ 株式会社瀬戸内調剤薬局 松山市山越三丁目５番２６

号
代表取締役
嶋 本 光 佑

薬局（育成医療・
更生医療）

令和６年
１０月１日

イオン薬局今治馬越店 今治市馬越町４－８－１ イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬
一丁目５番地１

代表取締役
井 出 武 美

薬局（育成医療・
更生医療）

令和６年
１１月１日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地 法第８条第１項の規定により市町から聴
取した意見の概要

法第８条第２項の規定により述べられた
意見の概要

ドラッグコスモス北高下店 今治市北高下二丁目８８３番
１ 外

業務用車両出入口前面の道路（市道衣干鳥生線
：鳥生小学校通学路の指定あり）について、鳥
生小学校から下校する児童生徒の安全確保のた
め、荷さばきを行う時間帯や特定の時間帯にお
ける業務用車両の出入口を一時的に変更する等、
通学路に注意する旨記載した看板の設置以外の
対策を講じる必要がある。

生活環境保持の見地からの意見はなし。

「図面３ 建物配置図」内の（※）－（Ｎ）に
ついて、一般車両と業務用車両の区域を昼夜問
わず明確に表示し、視覚的に分かりやすくする
等、安全対策を講じることが望ましい。

「図面３ 建物配置図」内の身障者用駐車場
（番号４３）について、店舗に入る際には駐車場
内の車道を横断する必要があり、歩車分離でき
ていない状態であるため、安全対策を講じるこ
とが望ましい。

毎週（火・金）曜日発行 第５６０号 令和６年１１月１２日

令和６年１１月１２日火曜日 第５６０号
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�愛媛県告示第１０００号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１２

条第２項の規定により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

令和６年１１月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１００２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県中予保健所及び

東温市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和６年１１月１２日

愛媛県中予保健所長 廣 瀬 浩 美

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

四国医療サービス株式会社

松山市�万ノ台１１９５番地
代表取締役 �永 英人

２ 事業場の名称及び所在地

四国医療サービス株式会社愛媛工場

東温市南野田４２９番地４８

３ 特定施設に関する事項

� 施設番号３

� 施設番号１０、１１

�愛媛県告示第１００１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１１月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

酸石灰
１号

可溶性
苦土
１５．０
内く溶
性苦土
１０．０

は、公
定規格
のとお
り

村町野村５号１１
１番地

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和１２
年１２月
１５日

愛媛県
第１２１０
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

くみあ
い粒状
苦土炭

アルカ
リ分
５３．０

その他
の制限
事 項

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 桜井山路線

今治市郷本町二丁目５８４番２から

同市八町西一丁目７５９番５地先まで
旧 ６．５～２８．５ ０．５３０

今治市郷本町二丁目５８４番２から

同市八町西一丁目７５９番５地先まで
新 ６．５～３７．０ ０．５３０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第６７号洗濯業の用に
供する洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり２０．５�

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後直ちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用の季節的変動
の概要 特になし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９

最大 １０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６５

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５０

最大 ５６

備考 既存施設を使用廃止し、更新設置する。
特 定 施 設 の 種 類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第６７号洗濯業の用に
供する洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり１６４�

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後直ちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 ８：３０～１７：３０

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間
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� 施設番号１５

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 施設番号１６ 排水処理施設

� 施設番号２１ 排水処理施設

設 置 年 月 日 ２００７年８月３０日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 ＲＣ構造

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１２．２メートル 横１９．９メートル
高さ７．４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥法＋急速ろ過法

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 特になし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６～９

最大 ６～１０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４６

最大 ２００

通常 １０

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９８

最大 １００

通常 １０

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 １５

通常 ６

最大 ７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

通常 ０．３

最大 ０．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４５０

最大 ５００

通常 ４５０

最大 ５００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７

最大 ９

備考 既存施設を使用廃止し、更新設置する。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第６７号洗濯業の用に
供する洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり５０�

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後直ちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 ８：３０～１７：３０

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 特になし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９

最大 １０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６５

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

特定施設の使用時間間隔 ８：３０～１７：３０

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 特になし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９

最大 １０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６５

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４

最大 ６

備考 既存施設を使用廃止し、更新設置する。
排水量は、施設番号１０及び１１の２台分。

設 置 年 月 日 ２００１年８月

処 理 施 設 の 種 類 物理処理、化学処理及び生物処理

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 ＲＣ構造

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦７．３メートル 横１４．１メートル
高さ４．８５メートル
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

�愛媛県告示第１００３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１１月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１００４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１１月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり７８立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 スクリーン、凝集剤添加油水分離、ＯＲ
Ｐ制御凝集剤添加間欠長時間曝気方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 特になし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６～８

最大 ５．８～８．６

通常 ６～８

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３６０

最大 ４５０

通常 １８

最大 ２５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４４０

最大 ５５０

通常 １２

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４

最大 ３０

通常 ５

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４

最大 ３０

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６３

最大 ７８

通常 ６３

最大 ７８

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６

最大 １１

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１

最大 １７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６

最大 ８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４

最大 ０．８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５１３

最大 ５７８

備考 他に、雨水専用排水口として�２、�３排水口がある。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 薮ヶ市松野線 北宇和郡松野町大字富岡２１８６番３ 令和６年１１月１２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町大竹字切畠甲１３３０番１から

同町大竹字小成乙９１５番１０まで
令和６年１１月１２日



愛 媛 県 報令和６年１１月１２日 第５６０号

８０８

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第８３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和６年１１月１２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 三 好 賢 治

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１０７，３４９

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，１４７

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２３８，４１９

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，５３４ １４，１７８

南 宇 和 郡 １６，８８１ ５，６２７

松山市・上浮穴郡 ４２７，２２３ １３７，８７１

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３０，７９６ ４３，５９９

宇和島市・北宇和郡 ７０，１２６ ２３，３７６

八幡浜市・西宇和郡 ３３，５０２ １１，１６８

新 居 浜 市 ９５，３６１ ３１，７８７

西 条 市 ８７，２０６ ２９，０６９

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４６，７５０ １５，５８４

伊 予 市 ３０，０２８ １０，０１０

四 国 中 央 市 ６９，４７６ ２３，１５９

西 予 市 ２９，６３７ ９，８７９

東 温 市 ２７，８２９ ９，２７７

令和６年１１月１２日 発行


